
令和2年4月27日更新

Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況 変更があればその都度改訂します。

人

人

人

人

Ⅱ．職員の給与の状況Ⅱ．職員の給与の状況Ⅱ．職員の給与の状況Ⅱ．職員の給与の状況
１　総括１　総括１　総括１　総括

(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）

(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成３０年４月１日現在の人数である。

      ３　職員数は特別会計等６７人を除いた数である。

(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況

    （注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

　　　　　　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）

　　　　　　適用職員の俸給月額を１００として計算した指数である。

　　　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス

　　　　　　指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較する

　　　　　　ため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基

　　　　　　づく地域手当支給率）により算出。）

　　　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均した

　　　　　　ものである。

宇佐市人事行政の運営等の状況についてお知らせします。（令和元年度公表）

平成３０年４月１日現在職員数

平成３０年度退職者数

地方公務員法及び宇佐市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、宇佐市人事行政の運営等の状況について公表します。

6,250

一人当たり

職員手当

平成３１年４月１日現在職員数 663

千円 　　　　　千円

1,009,0522,307,602 414,658

29

30

平成３１年４月１日採用者数

664

人 千円

期末・勤勉手当 給与費 B/A

千円

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

千円

5,966

　　　　　　％

18.1

職員数

　　　　　千円 　　　　　千円30年度 　　　　　　　千円

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（30年度末）

給　 料

597

17.71,263,66156,136 30,436,035

3,731,312

　　計　　Ｂ

千円

（参考）

人　

 29年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

人 件 費 率実質収支 人 件 費

　　　　　　Ｂ 　　　　　Ｂ／Ａ　　　

5,514,682

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費区　　分

30年度

　　　　　　Ａ
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(4)給与改定の状況(4)給与改定の状況(4)給与改定の状況(4)給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

②特別給

　　　　　　　

(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

　[　実施　　未実施　]

　・実施内容
　　（給料表の改定実施時期）：平成２７年４月１日
　　（内容）
　　　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2.3％引下げ。
　　　若年層については、見直しなし。高齢層については、最も高い見直しで4.7％の引下げ。
　　　激変緩和のため、５年間（令和２年３月３１日まで）経過措置（現給保障）を実施。

②地域手当の見直し

　・地域手当は支給しておりません。

③その他の見直し内容

　・管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施（平成２７年４月１日実施）。

(6) 特記事項(6) 特記事項(6) 特記事項(6) 特記事項

給料の削減等

◎全職員の給料をH18/4/1より一律5%削減、H22/4/1～H23/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝4%、3～6級＝5%、7級以上＝6%)

◎管理職手当をH18/1/1より削減 部長級～(支給率）給料の12%→H18/1/1から9%→H20/4/1から8%　　

課長級～(支給率）給料の8%→H18/1/1から6%→H20/4/1から5.5%　　

　　＊H22/4/1より、ｶｯﾄ後の中位層の額を参考に定額化している（課長級＝31,500円　部長級＝43,400円）

　　＊H25/9/1より、（課長級＝48,500円　部長級＝62,300円）に改定

　　＊H28/4/1より、（園長，所長等＝12,000円，21,500円　課長等＝48,500円，53,500円　部長等＝62,300円，66,200円，70,000円）に改定

　　＊H25/9/1～H29/3/31は １０％削減

◎職員の昇給をH20/1/1より1年間停止（若年層及び給料表の二表適用者除く）

◎新給料表への号給の切替え（H18/4/1）に伴う経過措置としての現給保障について、差額相当額の30％削減

◎職務級の見直し（H23/4/1，H27/4/1）に伴う経過措置としての現給保障について、差額相当額の5～20％削減

　H29/4/1～H32/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝2%、3～6級＝4%、7級以上＝6%)

円 円

（参考）
国　の　改　定　率給　与　改　定　率

人事委員会の勧告（宇佐市には人事委員会はありません。）

A
%

民間給与 公務員給与 較差 勧　告

31年度 円
－ － 0.09

%%
B A-B

　民間の支給 　公務員の 較差

月 月

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の
支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

年間支給月数勧　告

－

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパ
イレス比較した平均給与月額である。

－ － －

（改定率）

区　　分
人事委員会の勧告（宇佐市には人事委員会はありません。）

（改定月数）A-B

4.50

区　　分

支　給　月　数
月

（参考）
国　の　年　間

－

　支給月数　　B
月 月 月

－ － －
31年度

　割合　　　　　A

　H23/4/1～H25/8/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝3%、3～6級＝4%、7級以上＝5%)

　H26/5/1～H29/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝2%、3～6級＝3%、7級以上＝4%)

　H25/9/1～H26/4/30は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝4%、3～6級＝5%、7級以上＝6.5%)　※国の東日本大震災に係る減額に応じたもの
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３１年４月１日現在）(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３１年４月１日現在）(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３１年４月１日現在）(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３１年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

歳 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成３１年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの　　　　　 

　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等　　　

　　　　の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

　　　　

(2)職員の初任給の状況（平成３１年４月１日現在）(2)職員の初任給の状況（平成３１年４月１日現在）(2)職員の初任給の状況（平成３１年４月１日現在）(2)職員の初任給の状況（平成３１年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３１年４月１日現在）(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３１年４月１日現在）(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３１年４月１日現在）(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３１年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

経験年数１０年

262,176

223,440

223,440

-

経験年数２０年

350,592

335,616

335,616

-

380,406

352,896

-

宇佐市 42.3

371,647

う ち 学 校 給 食

371,794

平 均 年 齢

329,380

326,200

329,202

352,130

平均給与月額

（国ベース）

354,116

大分県区　　　　　分 宇佐市

（国ベース）

356,708

336,920

-

-

―

う ち そ の 他

大　学　卒

―

287,312 ―

類似団体

大　学　卒

149,940

経験年数２５年 経験年数３０年

378,048

187,200

-

国 43.4 ―

国 50.9

180,700

-

技能労務職

中　学　卒

339,752

-

技能労務職

49.4 321,254

中　学　卒

153,000

48.8

313,157

373,056

352,896

329,321

民間事業者平均

区　　分 平均給与月額

大分県

51.5

53.0

350,93242.8 397,894

平均年齢 平均給料月額

329,443 411,123

平均給与月額

374,208

374,208

183,456

149,940

343,979

一般行政職

48.8 342,642

150,700

高　校　卒

区　　　         分

高　校　卒

324,910大分県

377,206 361,438

平均給与月額平均給料月額

337,050

148,600

高　校　卒

類似団体 317,141 382,856

宇佐市

区　　分

42.3

高　校　卒

347,192

一般行政職

国
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３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成３１年４月１日現在）(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成３１年４月１日現在）(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成３１年４月１日現在）(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成３１年４月１日現在）

（注）１　宇佐市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

(2)昇給への人事評価の活用状況(2)昇給への人事評価の活用状況(2)昇給への人事評価の活用状況(2)昇給への人事評価の活用状況

　

イ．

ロ．

未定 未定

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

平成31年4月2日から令和2年4月1日
までにおける運用

管理職員 一般職員

人事評価を活用している

活用している昇給区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

人事評価を活用していない

活用予定時期

350,000

円

288,900

円

最高号給の

給料月額

円

247,600

円

304,200

円

円

人 ％

11.1

362,900

円

408,100

○ ○

319,200

円

主事・技師

人

30

9.3

％

構成比
１号給の

給料月額

円

144,100

円

194,000

円

230,000

円

410,200

円

人

37
３　　級

263,000

人

8.4

49

394,000

円

区　　分 標準的な職務内容

１　　級
41

職員数

444,900

人
主事・技師

４　　級 副主幹

課長補佐

33

５　　級

８　　級

主幹
％

％

23.8

人

468,6001.8
部長

円

384,200

円

人

人

課長

６　　級

％

２　　級

主任

105

138

％

％

6.8

31.3

７　　級
7.5

％

8

１級, 9.3% １級, 7.5% １級, 4.1%

２級, 11.1% ２級, 10.5%
２級, 8.7%

３級 8.4% ３級 9.6% ３級

14.9%

４級, 23.8% ４級, 23.7%

４級, 7.8%

５級

31.3%
５級

32.3%

５級

30.8%

６級, 6.8% ６級, 7.1%

６級, 23.9%

７級, 7.5% ７級, 7.3% ７級, 7.4%

８級, 1.8% ８級, 2.1% ８級, 2.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成31年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況

(1)期末手当・勤勉手当(1)期末手当・勤勉手当(1)期末手当・勤勉手当(1)期末手当・勤勉手当

千円 千円

（30年度支給割合） （30年度支給割合） （29年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への人事評価の活用状況

　

イ．

ロ．

(2)退職手当（平成３１年４月１日現在）(2)退職手当（平成３１年４月１日現在）(2)退職手当（平成３１年４月１日現在）(2)退職手当（平成３１年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～４５％加算） （２％～４５％加算）

平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、30年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3)地域手当（平成３１年４月１日現在）(3)地域手当（平成３１年４月１日現在）(3)地域手当（平成３１年４月１日現在）(3)地域手当（平成３１年４月１日現在）
・地域手当は支給しておりません。

(4)特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）(4)特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）(4)特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）(4)特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）

千円

　円

　％

管理職員 一般職員

支給可能
な成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

人事評価を活用していない ○ ○

活用予定時期 未定 未定

応募認定・定年 応募認定・定年

47.709

47.709

千円

千円

455
徴収金額の
　1,000分の2（現年分）
　1,000分の5（過年分）

1日　500円

1日　200円

1件　1,000円
1件　3,000円

1件　300円

1日　700円

１当務　200円
１当務　300円

千円

千円

千円

市税徴収

感染症防疫作業

支給実績
（30年度決算）

371

18

48

-

21,719

生活環境課職員

消防職員（日勤者除く） 1,969

活用している成績率
支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

19.6695

28.0395

39.7575

47.709

19.6695

行旅病死人作業手当

犬猫処理手当

野犬狩りに従事

消防業務
救急業務

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

47.709

47.709

自己都合

大分県

0.90

1.85

1,7301,813

１人当たり平均支給額（30年度）

28.0395

39.7575

47.709

1.45

2.60

24.586875

自己都合

1.85

33.27075

令和元年度中における運用

人事評価を活用している

税務賦課徴収手当

宇　　　　　　　　　佐　　　　　　　　　　　市

左記職員に対する支給単価

支給実績（30年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（30年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（30年度）

2,861

29,802

16.1

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

24.586875

33.27075

感染症防疫作業手当

0.90

―１人当たり平均支給額（30年度）

2.60

宇佐市

2.60

1.45

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～15％

福祉事務所現業手当

税務課職員

福祉課保護係職員 ケースワーカーとして

-

千円

千円

消防勤務手当

行旅病人の収容作業
行旅死人の収容作業

犬猫の死体処理

国

1.85

0.90 1.45

国

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～20％
・管理職加算　10%

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～20％
・管理職加算　10～25％

9,092

野犬狩り手当

5



(5)時間外勤務手当(5)時間外勤務手当(5)時間外勤務手当(5)時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

　　　総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）である。

(6)その他の手当（平成３１年４月１日現在）(6)その他の手当（平成３１年４月１日現在）(6)その他の手当（平成３１年４月１日現在）(6)その他の手当（平成３１年４月１日現在）

円

円

円

円

円

千円異なる

62,662

572,104

異なる

支給実績

121,644

220

支給実績（29年度決算）

内容及び支給単価

219職員１人当たり平均支給年額（30年度決算）

支給実績（30年度決算）

国の制度と国の制度

扶養手当

千円

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算）

27,461

支給単価

118,905

615,537

支給職員１人当たり

平均支給年額

異なる

異なる内容

住居手当

・自ら居住するために住
宅を借り受け月額12,000
円を超える家賃を支払っ
ているもの　11,000円～
27,000円
・その所有に係る住宅に
居住している職員で世帯
主であるもの　3,500円
（新築から6年間は2,000
円加算）

同じ

千円33,239管理職手当

管理又は監督の地位に
ある職員
・園長，所長等
　12,000円，21,500円
・課長等
　48,500円，53,500円
・部長等　62,300円
　66,200円，70,000円

休日勤務手当
・1時間当たりの給与額に
100分の125から100分の
150

・配偶者12,500円
･子10,000円
・父母等7,000円

・配遇者がない場合の扶
養親族１人目10,500円

・特定期間の加算5,500
円

異なる

（30年度決算）

125,074

54,127

所有に係る
住宅につい
ての対象
者・支給
額・支給年
数

千円

支給単価 90,296 308,177千円

141,324

との異同

（30年度決算）

手　当　名

距離区分
及び単価

通勤手当

交通機関利用者限度額
　　55,000円
片道2㎞以上から14区分
　7,500円から24,000円
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５　特別職の報酬等の状況（平成３１年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（平成３１年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（平成３１年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（平成３１年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

　給料月額×在職月数×100分の42.5

　給料月額×在職月数×100分の34

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

(参考）　教育長

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

　給料月額×在職月数×100分の17

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、給料月額及び支給率に基づき、１期（３年＝３６月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

560,000円 期末手当

期毎

　（30年度支給割合）　3.3月分

470,000

560,000

議 員

報

酬

10,608,000

268,200

810,000

給

料

副 議 長

期毎

802,000副 市 長

1,000,000

650,000

285,100

給 料 月 額 等

副 市 長

退
職
手
当

議 長

副 議 長

期毎

期
末
手
当

3,427,200

347,900

市 長

区 分

備　　　　考

355,000

（参考）類似団体における最高／最低額

448,000

副 市 長

16,524,000

　　（30年度支給割合）

3.30

市 長

議 長

議 員

給料

退職
手当

415,000

375,000

　　（30年度支給割合）

500,000

550,000

3.30

市 長

7



６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人

人）

人

人）

人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

＜参考＞

人口１万当たり職員数

35

58

[   　 0      ］[       883       ］

調理業務の見直しによる減員

消防部門

110

調理業務の見直しによる減員

＜参考＞

74

91

06262

主な増減理由

△ 2

2

職 員 数

5 0

税務

総務

平成３1年

34

89

1

△ 2

消防力維持のための増員

計

5

△ 2

1

1

18

76民生

土木

1

農水

56

597

18

部長兼務による減員

87

90

18

0

一
般
行
政
部
門

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

57

419

衛生

商工

57

平成30年

保健指導等の事務量の増加

61.42（類似団体の人口１万当たり職員数

議会

＜参考＞

74.64人口１万当たり職員数

597

418

20

庁舎移転、安心院支所複合施設建設に伴う事務量の増加

マイナンバーによる事務量の増加

国民文化祭の終了、ツーリズムおおいたへの派遣終了

道の駅整備による事務量の増加

対前年
増減数

1

108

普
通
会
計
部
門

教育部門

82.48

人口１万当たり職員数

（類似団体の人口１万当たり職員数

小　計

合　　計

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

その他

下水道

水道

[       883       ］

13

106.35

小　計

35

13

△ 1

△ 1664

6667

118.11

0

0

36

△ 1

663
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(2)年齢別職員構成の状況（平成３１年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（平成３１年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（平成３１年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（平成３１年４月１日現在）

(3)職員数の推移(3)職員数の推移(3)職員数の推移(3)職員数の推移
（単位：人・％）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。（27年からは教育長を含まない）

～ ～

35歳

66

～

32歳

3.5%14

△ 0.2%

9296

418

576

89

423

67

405

571

89 91

665

25

人

411

74

28歳

２９年

39歳

75

人人 人

36歳

70 663

一般行政 419

教育

消防

２６年
過去5年間

の増減数（率）

31歳

91

13

29

～

52歳

人

663

597普通会計計

664

107

43歳

290

597

67

△ 1

56歳

76

601

20歳

区　分

51歳 59歳47歳

94

44歳

～～

40歳
～～～

20歳

未満

6 63

23歳

48歳

87

　　　　　　　　　年　度

部　門　別

～

３１年

4465

24歳

人

２７年

人

３０年

職員数

568

55歳

計

人

59

公営企業等会計計

総合計

人人人

664

718370

人

406

27歳

△ 31.3%

２８年

87 89

5.1%

90

17.6%

2.2%

668668

△ 30

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

20歳未満 20-23歳 24-27歳 28-31歳 32-35歳 36-39歳 40-43歳 44-47歳 48-51歳 52-55歳 56-59歳

構成比
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７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況

(1)水道事業(1)水道事業(1)水道事業(1)水道事業

① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況

  　ア　決算

　（参考）

（注）　　資本勘定支弁職員に係る職員給与費　23,888千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、平成３１年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

給料の削減等

◎全職員の給料をH18/4/1より一律5%削減、H22/4/1～H23/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝4%、3～6級＝5%、7級以上＝6%)

◎管理職手当をH18/1/1より削減 課長級～(支給率）給料の8%→H18/1/1から6%→H20/4/1から5.5%　　

　　＊H22/4/1より、ｶｯﾄ後の中位層の額を参考に定額化している（課長級＝31,500円）

　　＊H25/9/1より、（課長＝48,500円）に改定　　＊H28/4/1より、（課長＝53,500円）に改定　　＊H25/9/1～H29/3/31は １０％削減

◎職員の昇給をH20/1/1より1年間停止（若年層及び給料表の二表適用者除く）

◎新給料表への号給の切替え（H18/4/1）に伴う経過措置としての現給保障について、差額相当額の30％削減

◎職務級の見直し（H23/4/1，H27/4/1）に伴う経過措置としての現給保障について、差額相当額の5～20％削減

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成３１年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成３１年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成３１年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成３１年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等全ての手当てを含む。  

③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（30年度支給割合） （30年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

イ　退職手当（平成３１年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

平均支給額 千円 千円 平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、30年度に退職した職員に支給された平均額である。

47.709

24.586875

1,813

47.709

千円

19.6695

28.0395

39.7575

47.709

19.6695

28.0395

39.7575

22,517

団 体 平 均

職員数

　　　　　　Ａ 給　 料 　　計　　Ｂ

0 21,719

6,181

　H29/4/1～R2/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝2%、3～6級＝4%、7級以上＝6%)

平　均　年　齢

47.709

514,169

宇 佐 市
（ 水 道 事 業 ）

一人当たり

職員給与費

41.9 347,050

１人当たり平均支給額（30年度）

宇　佐　市　（　水　道　事　業　）

宇　佐　市　（　一　般　行　政　職　）

宇　佐　市　（　一　般　行　政　職　）

517,217

自己都合

47.709

一人当たり給与費

　　　　　　Ｂ／Ａ

968,788

千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

職員手当

１人当たり平均支給額（30年度）

千円　

12.4 12.3

％千円　

区　　分

18,189

　　　　　　区　　分 基本給

　質収支

％　　　　千円

　H23/4/1～H25/8/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝3%、3～6級＝4%、7級以上＝5%)

　H25/9/1～H26/4/30は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝4%、3～6級＝5%、7級以上＝6.5%)　※国の東日本大震災に係る減額に応じたもの

　H26/5/1～H29/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝2%、3～6級＝3%、7級以上＝4%)

71,076

給与費　B/A

30年度

区　　分 （参考）類似団体平均

純損益又は実

18

　　　　　千円千円

職員給与費比率

120,228

人

平均月収額

総費用に占める

Ａ  

340,929

める職員給与費比率

千円 千円

29年度の総費用に占

44.3

Ｂ　

2.60

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～15％

1.852.60

6,294113,284

1.85

1,753

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～15％

期末・勤勉手当

19,691

30年度

総費用

9,092

24.586875

0

宇　佐　市（　水　道　事　業　）

応募認定・定年 応募認定・定年自己都合

47.709

33.27075 33.27075
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ウ　地域手当（平成３１年４月１日現在）

・地域手当は支給しておりません。

エ　特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）
千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

　　　総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）である。

カ　その他の手当（平成３１年４月１日現在）

円

円

円

円

円

異なる内容

千円

距離区分
及び単価

通勤手当 異なる

管理職手当

職員１人当たり平均支給年額（30年度決算）

支給職員１人当たり

千円

310,778異なる

（30年度決算）

0

平均支給年額

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（30年度決算）

手当の種類（手当数） なし

千円 642,000

128,923

支給実績（30年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（30年度）

0

・自ら居住するために住
宅を借り受け月額12,000
円を超える家賃を支払っ
ているもの　11,000円～
27,000円
・その所有に係る住宅に
居住している職員で世帯
主であるもの　3,500円
（新築から6年間は2,000
円加算）

3,206

189

支給実績

支給実績（29年度決算） 3,144

住居手当 119,077

2,797

管理又は監督の地位に
ある職員
・課長　53,500円

交通機関利用者限度額
　　55,000円
片道2㎞以上から14区分
　7,500円から24,000円

異なる 支給単価 642

国の制度

0.0

国の制度と

（30年度決算）

175

との異同

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算）

・配偶者12,500円
･子10,000円
・父母等7,000円

・配遇者がない場合の扶
養親族１人目10,500円

・特定期間の加算5,500
円

休日勤務手当
・1時間当たりの給与額に
100分の125から100分の
150

同 0

支給実績（30年度決算）

扶養手当 支給単価

内容及び支給単価手　当　名

0

1,676

異なる

所有に係る
住宅につい
ての対象
者・支給
額・支給年
数

千円1,548
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８　級別及び職制上の段階ごとの職員数（平成３１年４月１日現在）８　級別及び職制上の段階ごとの職員数（平成３１年４月１日現在）８　級別及び職制上の段階ごとの職員数（平成３１年４月１日現在）８　級別及び職制上の段階ごとの職員数（平成３１年４月１日現在）

【行政職給料表】

４級

53

消防長 1

８級 部長の職務 10 1.7%

議会事務局長 1

館長 1

局長 3

会計管理者 1

次長 3

７級 困難な業務を分掌する課長の職務

5

館長

1

消防士 10

定型的な業務を行う職務 55 9.1%

技師 8

所長 3

課長補佐 28

38
次長 2

6.3%

合計

56

主幹の職務

56

135

182

145

（人）

76

支所長 2

24.0%

内訳

（人）職名

主事

主事

主任

副主幹

主幹・副園長
・副署長

園長

課長

部長

※臨時職員と自治法派遣の指導主事は含まない。

38 6.3%

２級
特に高度の知識若しくは経験を必要とする
業務を行う職務

90

級 級別基準職務表に規定する基準となる職務
（人） （％）

１級

６級

３級

22.4% 副主幹級

182 30.1% 182

主任の職務

副主幹の職務

５級

135

（％）

係員級

22.4%

100.0%

消防士 22

保育士 4

保健師・栄養士 3

1.7% 部長級

12.6% 課長級

署長 1

10教育次長 1

1課長、課長補佐の職務

14.9%

3

9.3%

37

30

技師 7

保育士

段階

職制上の段階

56

合計 604

30.1% 主幹級

9.3% 主任級

135

12



【技能労務職給料表】

【企業職給料表】

主事 2

主任 2

副主幹 9

主幹 4

― 0

課長 1

― 0

困難な業務を分掌する課長の職務

２級
特に高度の知識若しくは経験を必要とする
業務を行う主事及び技師の職務

2 11.1%

内訳

職名 （人）

― 0

― 0

主任 10

副主幹 6

専門員 21

―

（人）

１級 定型的な業務を行う主事及び技師の職務 0 0.0%

（人） （％）

主事 0

副主幹の職務

10

級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計

７級

6

1 5.6%

1

級

0 係員級0.0%

6

２級

27.0%

高度の技能又は経験を必要とする職務 0

職制上の段階

８級 部長の職務 0 0.0% 0 0.0% 部長級

６級 課長、課長補佐の職務 0 0.0%

2３級 主任の職務

0.0%

３級

（人） （％） 段階

11.1%

50.0% 副主幹級

4

（％） （人） （％） 段階

主任級

11.1% 主任級

9

2

１級 定型的な業務を行う職務 0 0.0%

４級

４級 副主幹の職務 9 50.0%

11.1%

主任の職務 10 27.0%

級 級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 職制上の段階

係員級

職名

0

内訳

（人）

合計 18 100.0%

合計 37 100.0%

16.2% 副主幹級

５級 専門員の職務 21 56.8% 21 56.8% 専門員級

６級 統括専門員の職務 0 0.0% 0 0.0%統括専門員級

22.2% 4 22.2% 主幹級

16.2%

5.6% 課長級

2

５級 主幹の職務

13



Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
ア　勤務時間

職種や勤務場所により異なります。

イ　休日、休暇等の状況

Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況
ア　分限処分

イ　懲戒処分

Ⅴ．職員の服務の状況Ⅴ．職員の服務の状況Ⅴ．職員の服務の状況Ⅴ．職員の服務の状況

Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

減給

0

失職 0

降給

0

本庁の場合 ８時３０分から１７時 ４５分

勤務場所 勤務時間帯 休憩時間

戒告 1 信用失墜行為

介護休暇
２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護のための休暇で、連続
する６ヶ月の期間内において必要と認められる期間（無給）

種類

宇佐市職員服務規程による
宇佐市職員倫理規程による

研修の状況

・市役所内での、新規採用職員研修、庶務・接遇研修、人権学習会等
・大分県自治人材育成センター主催の研修に参加
・全国市町村国際研修所主催の研修に参加
・市町村職員中央研修所主催の研修に参加
・各部内での業務研修等
・自治大学校への派遣

免職

0

0

一の年に２０日
２０日を超えない範囲内で翌年に繰り越せる

停職 0

合計 7

種類 件数 処分事由

免職 0

7 心身の故障

組合休暇 職員団体の業務又は活動に従事する場合（無給）

種類 件数 処分事由

降任

合計 1

病気休暇 １８０日以内

特別休暇
主なものとして、産前産後休暇、子の看護のための休暇、忌引休暇、夏季休暇、生理
休暇等

概要

年次有給休暇

休職
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Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況
ア　健康管理事業の状況

イ　公務災害等の発生状況

ウ　職員互助会の状況

Ⅷ．公平委員会の報告Ⅷ．公平委員会の報告Ⅷ．公平委員会の報告Ⅷ．公平委員会の報告

団体名

宇佐市職員共済会

頸肩腕健康診断 44 給食調理員

ＶＤＴ検査

件数

0

0

0

項目

　勤務条件に関する措置の要求

　不利益処分に関する不服申立て

　その他

受診者数（人） 内容

会員数（人）
予算額
（千円）

667 19,319

市負担額
（千円）

6,593

主な事業

慶弔給付、教育文化・体育に関する事業

内容

生活習慣病検診、一般健診、人間ドッグ、脳ドック等定期健康診断 660

平成30年度 4 3 1

認定件数

1 電算事務に長時間従事する職員

予防接種 0 保健師、看護師等

公務災害 通勤災害

項目

内容
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